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医療法人の経営者の死亡により、その相続人が「持分あり医療法人」の持分を相続または遺贈により取得した場合、その
法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄
した場合は、猶予税額が免除されます。
また出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加することで、贈与をうけたものとみなして他の出資者
に贈与税が課される場合も同様です。さらに、移行計画に基づき「持分なし医療法人」へ移行した場合、出資者の持分放棄
に伴う法人贈与税については、非課税となります。

「持分なし医療法人」への移行のメリット （2020年9月30日までの認定に適用）

移行に関連する各種要件
の概況を確認した上で、移
行についての計画（実施
事項・実施時期）案をご提
示します。
計画の内容並びに弊社に
おけるコンサルティング領
域をご説明し、お見積もり
をご提示します。
双方の合意に基づく実施
契約書を締結し、各種資料
のご提供を依頼します。

事業や運営に関する8要
件の評価を行い、要件をク
リアするための対策の検
討や、移行時に発生するリ
スクの調査を行います。

検討の結果に基づき、一般
の出資持分のない医療法
人への移行を含め、移行の
方向性の決定を行います。

「移行計画認定申請書」を
作成し、厚生労働省への申
請を行い、移行計画の認
定を得ます。
定款の内容を、移行計画
の認定を受けた認定医療
法人である旨に変更する
ための「定款変更認可申
請書」を作成し、都道府県
への申請を行い、定款変
更の認可を得ます。
なお、移行計画の認定を受
けた日から起算して１年を
経過するごとに、計画の進
捗状況を報告する必要が
あります。

出資持分評価に基づき、出
資持分の処分及び報告
（出資持分の放棄申出書）
を行います。

法人の定款の残余財産に
関する部分を変更するた
めの「定款変更認可申請
書」を作成し、都道府県へ
の申請を行い、定款変更
の認可を得ます。なお贈与
税については、期限内の
申告を行います。

移行後６年間は、運営状況
の監査を行い、運営の適
正要件について厚生労働
省に報告書を提出する必
要があります。

●持分なし医療法人への移行スケジュールとコンサルティングイメージ

1～2ヶ月目 3～4ヶ月目 5～7ヶ月目 3年以内 6年間

【検討事項例】
出資者確認／遊休財産計
算／社会保険診療報酬割
合計算／役員報酬検討／
特別利益供与検討／出資
金評価／各出資者の持分
放棄の意思確認　等

※計画認定から３年以内
に上記を完了させる必
要があります。

※６年以内に認定を取り
消された場合は、贈与税
が課税されます。

定期的にセミナー等の企画を開催しています。詳しくはホームページでご確認ください。


